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栗原市立地適正化計画 事前周知期間と公表日後の届出について 
 

 

 

 

【令和 4年 4月 1日～6月 30日】 

工事着工の場合 

公表日前であるため、届出は不要です 

【令和 4年 7月 1日 

～7月 31日】 

工事着工の場合 

公表日後であるため、 
着工前の速やかな 
届出が必要です 
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